












L はじめに 

児童養護施設関係者の多くが、今回の社会福祉基礎構造改革について、特に選択契約制度

についてはなじまないとして、反対の態度をとってきている。社会援護局長とのヒヤリン

グも、これまで(}年間)4 同行ってきたが平行線を辿ってきた。なぜ一致できなかったのか

を振り返ってみたが、結局は最初のボタンの掛け違いから出発しているといえるのではな

いかと思われる。 

そもそもなぜ社会福祉基礎構造改革の必要性があるのかについては、要保護児童問題と老

人介護や保育問題とは、決定的な違いがあることを、当局が認めなかったところに問題が

あった。戦後の社会福祉の対象は、児童養護施設においても戦災孤児や引揚孤児など、戦

争の被災によって保護者を失った子どもが中心であった。それが現在では、父子家庭、母

子家庭などの単親家庭が中心であり、両親が存在するケースも、2 割近くを占めるように

なってきている。そのことだけ捉えると、対象の変化を指摘できるが、50 年前と変わらな

いのが社会的、経済的弱者の存在である。それが圧倒的多数を占めており、老人介護や保

育の分野のようにニーズの一般化、普遍化してきていないのである。ちなみに児童養護施

設の保護者の費用徴収平均月額は、なんと高校生の小遣いより低い月額 3 千 6 百円なので

あり、保育所の月額 3 万円を越える金額とは大きな隔たりがある。こうしてみると 50 年前

と対象は全く同じ生活困窮者であり、低所得者階層が要保護児童問題の中核なのである。 

したがって、基礎構造分科会が指摘しているように、国民全体の関わるものだとか、誰に

でも関わる福祉の対策が必要であるという指摘は、要保護児童問題では適合しないのであ

る。つまり、親や保護者に代わって子どもを社会的に養護することは、特別でやむを得な

い事情から起こるなのである。親子不分離の原則は、わが国も批准した「児童の権利条約」

でもうたわれており、わが国の対応でも、親子を分離することは最後の方策としているの

である。 

そもそも利用選択制度は、利用者の自由意志に基づいて、福祉サービスを受けることを決

定することが前提になっている。だが、親がわが子を育てるか育てないかは、親の自由意

思であるという考え方は、社会的には承認されていない。こうした保育とは決定的な違い

を考えずに、一緒に論じたことが大きな誤りがあったと思われる。老人介護、保育などの

分野では、基礎構造改革の必要性は認められるし、とくに改革の理念や方向性については

基本的に賛同できるただし,要保護児童問題については、利用選択制度への転換は多くの問

題点がありすぎたのである。 


